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さいたま市水道局告示第１０４号 

   さいたま市水道局受水槽の設備設置基準の一部を改正する告示 

 さいたま市水道局受水槽の設備設置基準（平成１３年さいたま市水道部告示第８号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

改正後 改正前 

（設置位置、構造等） 

第４条 受水槽を設置する場合は、次に定めると

ころによる。 

（設置位置、構造等） 

第４条 受水槽を設置する場合は、次に定めると

ころによる。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 前各号に掲げるもののほか、建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２９

条の２の４、昭和５０年建設省告示第１５９

７号及び水道法施行令（昭和３２年政令第３

３６号）第６条の規定を遵守すること。 

 前各号に掲げるもののほか、建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２９

条の２の５、昭和５０年建設省告示第１５９

７号及び水道法施行令（昭和３２年政令第３

３６号）第６条の規定を遵守すること。 

（受水槽までの給水装置） 

第６条 受水槽までの給水装置は、次に定めると

ころによる。 

（受水槽までの給水装置） 

第６条 受水槽までの給水装置は、次に定めると

ころによる。 

  ～  ［略］  ～  ［略］ 

 管理者が別に定める基準に基づく直結給水

システムとする場合の給水管の立ち上がりの

高さは、第１号の規定にかかわらず、管理者

との事前協議により定めること。この場合に

おいて、水圧低下時を考慮して給水管の立ち

上がりを必要以上に高くしないこと。 

 ～  ［略］ 

 管理者が別に定めるさいたま市直結給水シ

ステム設計施工基準に基づく直結給水システ 

ムとする場合の給水管の立ち上がりの高さは、

第１号の規定にかかわらず、管理者との事前

協議により定めること。この場合において、

水圧低下時を考慮して給水管の立ち上がりを

必要以上に高くしないこと。 

～  ［略］ 


